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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）
（
先
議
）
要
旨

こ
の
改
正
議
定
書
は
、
二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
に
効
力
を
生
じ
た
現
行
の
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国

と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
、
両
国
間
で
物
品
の
貿
易
の
更
な
る
自
由
化
及
び
円
滑
化
を
目
指
し
た
改
正
交

渉
が
行
わ
れ
た
結
果
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
九
月
二
十
二
日
に
メ
キ
シ
コ
市
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
改
正
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
六
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
改
正
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
付
表
か
ら
成
り
、
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
現
行
協
定
で
定
め
る
原
産
地
証
明
書
に
加
え
、
認
定
輸
出
者
に
よ
る
原
産
地
申
告
を
原
産
地
証
明
と
す
る
。

二
、
我
が
国
は
、
牛
肉
、
豚
肉
及
び
鶏
肉
に
関
し
、
関
税
割
当
数
量
を
協
定
発
効
後
十
二
年
目
（
二
〇
一
六
年
）
ま
で
に
段
階

的
に
拡
大
し
、
鶏
肉
の
枠
内
税
率
を
平
成
二
十
二
年
度
初
め
の
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当
該
実
行
最
恵
国
税
率
の
四
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
と
す
る
。
ま
た
、
オ
レ
ン
ジ
に
関
し
、
関
税
割
当
数
量
を
八
年
目
（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
十
二

年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
四
千
百
ト
ン
と
す
る
と
と
も
に
、
枠
内
税
率
を
十
二
年
目
ま
で
に
段
階
的
に
削
減
し
、
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十
二
年
目
の
六
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
十
パ

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
さ
ら
に
、
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
に
関
し
、
関
税
割
当
数
量
を
八
年
目
の
六
千
八
百
ト
ン
か
ら
毎
年
三
百

ト
ン
ず
つ
拡
大
し
、
十
二
年
目
に
つ
い
て
は
八
千
ト
ン
と
す
る
と
と
も
に
、
枠
内
税
率
を
段
階
的
に
削
減
し
、
十
二
年
目
に

は
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
円
七
十
銭
の
従
量
税
率
の
い
ず
れ
か
高
い

方
と
す
る
。

我
が
国
は
、
ア
ガ
ベ
シ
ロ
ッ
プ
（
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
か
ら
作
ら
れ
る
果
糖
水
）
に
つ
い
て
関
税
割
当
て
の
設
定
を
約
束
し
、

そ
の
割
当
数
量
は
、
八
年
目
の
五
十
ト
ン
か
ら
毎
年
十
ト
ン
ず
つ
拡
大
し
、
十
二
年
目
に
つ
い
て
は
九
十
ト
ン
と
す
る
。
枠

内
税
率
は
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
十
二
円
五
十
銭
の
従
量
税
率
の
い
ず
れ
か
高
い
方
と
す
る
。

三
、
メ
キ
シ
コ
は
、
一
部
の
自
動
車
部
品
、
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
用
紙
及
び
み
か
ん
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
四
月
一

日
に
関
税
を
撤
廃
す
る
。
ま
た
、
り
ん
ご
及
び
緑
茶
に
つ
い
て
関
税
割
当
て
の
設
定
を
約
束
し
、
そ
の
割
当
数
量
は
、
八
年

目
か
ら
十
二
年
目
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
五
百
ト
ン
と
し
、
枠
内
税
率
は
、
輸
入
時
の
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当

該
実
行
最
恵
国
税
率
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率
と
す
る
。


